
第２３回 社会・環境部会チェインディスカッション 
 

2011 年 9 月 22 日（木）13：00～14：30 於 P 会場（北九州市西日本総合展示場） 
テーマ 「全員参加型チェインディスカッション－福島事故後の世論をどう読み、どう向

き合うか」 
座長 （大林組）三島毅 
話題提供 
（１） 概括 （東京大学・部会長）諸葛宗男 
（２） 福島事故後の世論動向 （日本原子力研究開発機構）佐田務・（エネルギー総合工学

研究所）下岡浩 
（３） 福島事故後の世界主要国の原子力政策動向と今後の展望（日本エネルギー経済研究

所）村上朋子 
（４） 再生可能エネルギー大量導入に向けた課題 ～ドイツの事例から（海外電力調査会）

伊勢公人 

 
 
第 1 部 話題提供 
（１） 「福島事故の概括」 諸葛宗男氏 
 それでは手短に話題提供として、「福島事故の概括」を申し

上げます。 
 
最初に、もう皆さんご存知のとおりではありますが、何が

起きたかというのを、五つの項目に仕分けました。 
一つは事故原因を含みます設計の問題。二つ目は事故後の

処置ということで過酷事故対策の問題。これはシビアアクシ

デント対策だけではなく、その後の処置も含まれます。三つ

会場の様子 



目が防災の問題。

これはクリーンナ

ップ問題も含めて

防災の問題として

います。四つ目が

経済的な問題。こ

れは賠償の問題、

東電の経営の問題、

これからの電気料

金の問題も出てく

るでしょう。五つ

目が社会的問題。

ということで、本

日のチェインディスカッションはこの五つの項目で言うと、五番目に絞ってお話しをして

いきます。 
「社会環境部会は事故にどう向き合うか」ということを全体のテーマにすべくタイトル

に掲げていますが、今申し上げている社会的問題に的を絞って考えていくことにします。 
社会的問題に絞る

と言っても、五つの

項目が相互に関連し

ていますから、他の

技術的な問題に適宜、

触れていただいても

結構です。三点目は、

その議論を進めるに

あたり、まずは事実

認識が必要ですので、

話題提供の中で関係

の方にお話しいただ

きます。一つ目は「日

本の社会的な影響は

どうか」を佐田さん

からお話しいただきます。二つ目は「国際的な影響はどうか」を村上さんからお話しいた

だきます。三つ目ですが、これからエネルギーのベストミックスが議論の的になることは

間違いありません。もう進んでいます。そのネタの一つとして再生可能エネルギーの問題

について、伊勢さんから話題提供いただきます。 



私の方からの話題

提供の一つとして、異

常事象解説チームに

ついて挙げたいと思

います。私自身もこの

チームの一員として

テレビに出て解説を

していましたが、その

ことについてこれま

での学会のセッショ

ンの中でも議論され

ています。私の方から

も、その一員として申

し上げたいことをお話しします。 
一つは、派遣された解説チームは政府の代弁者か、こういう批判や意見もありましたが、

全くそういうことはなく、学会が推薦し、個人的なボランティアで解説をしていました。 
二点目は、学会の異常事象解説チームというから何か巨大な組織が後ろにあり、そこか

ら情報提供が行われて解説しているという誤解も世の中にはあったようですが、全くそう

いうものはありません。一応、学会で情報提供するシステムは構築されていましたが、今

回みたいに日々事象が進展するという状況の中では、情報データベースというのは間に合

いません。テレビに出ている学会のチームのメンバーは、全く何の情報もなく、テレビ・

雑誌・新聞と言った公開された情報だけで解説をしていました。 
三点目は、私もサポートを受けていたチームＦについてですが、これが学会の立派な組

織のように誤解を受けた面もありましたが。これは学会の中の任意のグループで、福島の

建設とか運転に携わって情報に精通している有志が集まってネットで情報を交換する、そ

ういう活動をしていました。 
四点目は、異常解説チーム「チーム 110」が何かよからぬことを言った場合、学会が責任

を負えるのかですが、これは全く No です。学会は解説員として誰を派遣するかの人選とそ

の派遣だけで、発言は個人に帰するというものでした。 
最後は、学会として解説チームを派遣して意義はあったのか、ということです。午前中

のセッションで、意義はあまり無かったのではないかという厳しいご意見もありました。

しかし私自身は、チームの一員でもありましたので前向きに捉えていて、技術的な意味が

あったかどうかについては忸怩たるものもありますが、少なくとも質の悪い反対派という

か慎重派の、乱暴なことを言う人たちの出番を封じ、学会員の質の高い人が解説をしたと

いう意味では、最低限、そういう評価はいただいてもいいのでは、ということです。 
 



次の問題は、リ

スクコミュニケー

ションについてで

す。リスクコミュ

ニケーションとい

うのは、完璧な原

子力安全のロジッ

クを一般の人が理

解していないので、

それを理解しても

らうための一つの

ツールである、と

いう認識を持っている人もいます。となると、事故が起きないということがリスクコミュ

ニケーションの前提なのでしょうか。これは、私が今結論を申し上げるのではなくて、議

論のネタを提供しているのです。社会環境部会にはリスクコミュニケーションの関係者が

多いので、もう一度この問題を考えてみる必要があるのではないか。 
二点目は、深層防護がいつの間にか 5 重の壁の説明に置き換わってしまっていた。これ

はなぜだろうか。 
三点目は、さらに言えば「深層防護」がいつの間にか日本語として「多重防護」という

言い方になった。「Defense in Depth」は国際的、一般的には「深層防護」ですが、これを

なぜ「多重防護」と言い換えるようになったのであろうか。 
四点目は、リスクコミュニケーションは安全神話作りと無縁であっただろうか。安全だ

と言うのがリスクコミュニケーションだったのだろうか。いつの間にか安全神話作りの手

伝いをしていたので

あろうか。最後は、こ

れからのリスクコミ

ュニケーションはど

うあるべきか。こうい

うことを議論しては

どうかと思います。 
 
これは一昨日の別の

セッションでも紹介

しましたが、元原子力

安全委員長の佐藤一

男さんの「原子力安全



の論理」という原子力安全のバイブルのような本に、多重防護（Defense in Depth）はこ

の七層からなるという説明が載っています。原子力関係者でこれを知っている人がどれだ

けいただろうか、という疑問を持っています。1 番と 6 番を除いたこの五層が IAEA の国際

標準として使われている深層防護、Defense in Depth の考え方です。 
これは 19日の特別セ

ッションで岡本先生が

画面に掲げられて説明

されたものと同じです。

岡本先生の絵に出てき

ているレベル 1 からレ

ベル 5 の、IAEA の五層

の中身はこういうこと

でして、レベル 1 から

レベル 3 までが安全設

計のレベル、レベル 4
がいわゆるシビアアク

シデント対策、レベル 5
が防災となっています。

先ほどいつの間にか

Defense in Depth が 5 重の壁にすり替わっているということを申し上げました。五重の壁

は Defense in Depth とは全く概念が違います。これは設計の多重防護の一つの考え方を閉

じ込めの部分について説明しているだけでありまして、これを Defense in Depth の概念だ

ということで説明してきた人たちがかなり多く見受けられます。 
 
Defense in Depth は国

際的には IAEA の五層

の多重防護ということ

で、左側の絵が正しい

のですが、いろんなリ

スクコミュニケーショ

ンの資料に載っている

のは右側の 5 重の壁し

かありません。私はこ

の辺が反省材料ではな

いかと思います。 
 



まとめですが、安

全神話はなぜ生ま

れたのか。これは

はっきりしている

と私は思っていま

す。国は事故が起

きない対策を確認

したうえで許認可

します。事故が起

きた時のことを論

じると、許認可へ

の信頼性を減じる、

と思っていたので

はないか。安全規

制への信頼を得よ

うとするためには、こういう対策をしていますから事故は起きないということを、繰り返

し説明をしてきた。そのうち、それが絶対的なものだと、安全神話に結び付いていかなか

ったか。そして、そういう現在の安全対策の万全性を強調するあまり、安全対策強化や、

事故が発生した後の対策、シビアアクシデント対策や防災対策への取り組みを疎かにして

こなかったであろうか。このことは国だけじゃなくて、私たち原子力学会、社会・環境部

会も同じ陥穽に陥っていたのではないか、ということを問題提起いたしました。以上です。 
 
（２）「福島事故後の世論動向」○佐田務氏、下岡浩氏  
原子力機構の佐田です。本日は福島で事故が起きた後

の国内の世論がどのように変わったのか、また、この数

十年間の間で国内の世論動向はどう変わったのかについ

てご紹介します。先に結論を述べると、福島事故が起き

たことにより、国内の世論は賛成がぐっと減って、反対

が増えました。これは日本ほどではないですけど、世界

でもほぼ同様の結果です。 
最初に NHK の世論調査の結果をご紹介します。震災

直後の 4 月 15 日の時点では、意外なことに、まだ「増や

す」と「現状維持」を合わせた容認派の人が過半数でし

たが、時を経るごとにだんだんと容認派の数が減り、「減

らす」と「全廃」が増えてきてきました。 
読売新聞の結果もほぼ同様です。容認派がどんどん減り、そして「減らす」と「全廃」



がどんどんと増えています。 
朝日新聞の場合は NHK などと質問の内容

が違い、原子力発電を利用することに賛成か

反対かを問うています。これも同様に賛成意

見が徐々に減り、反対意見が徐々に増えてい

る。時間の経過とともにそれが進んでいるの

が特徴です。 
これも朝日新聞ですが、世界に目を配った結

果です。これを見ると、日本の場合は震災直

前と直後では、ざっと 20 ポイントぐらい、賛

成から反対にシフトしていますが、世界各国

でも 5 ポイント

から 10 ポイン

ト程度、賛成か

ら反対へ移行し

ております。た

だ、アメリカだ

けはその影響は

受けていないよ

うです。 
 
 
 
 
 
 

ここでさきほどの朝日新聞の国内での調査結果に戻ります。これに 20 年ぐらい前までの

結果を上に追加したものがこちらです。これを見ますと調査を始めた最初の 1978 年頃はま

だ賛成が半分以上あったことが分かります。しかし 1979 年のスリーマイル事故あたりから



賛成が減って

きて、1986 年

のチェルノブ

イリ事故や美

浜事故、もん

じゅ事故が起

きて賛成が減

り、反対が増

えていく。賛

成 意 見 は

1995 年ごろ

がどん底にな

ります。それ

以降はあまり

大きな事故がなかったこと、あるいは近年の原子力ルネッサンスの影響もあったせいか、

賛成が少しずつ増えてくる傾向にありました。また中越沖地震も、賛成を減らす要因には

なりませんでした。そして福島事故の直前には、賛成が過半数に達するぐらいにまで盛り

返していましたが、この事故によって再び賛成ががくんと減ったというのが、これまでの

状況です。 
これは内閣

府の世論調査

の結果です。朝

日新聞よりも

さらに 10 年以

上さかのぼっ

た 1968 年に調

査が開始され、

調査開始当初

は賛成が過半

数に達し、反対

がとても少な

かった。それか

ら当初は「分か

らない」という

回答が多かっ

たけれど、それがどんどん減っているのが、近年の特徴です。この結果も先ほどと同じよ



うに、原子力船「むつ」の放射線漏れ事故、それからスリーマイル、チェルノブイリ、美

浜、もんじゅ事故と続きまして、賛成意見がだんだんと減っていく傾向にあります。なお、

1975 年ぐらいに賛成意見がくんと減っていますが、これについては原子力関連の事故のあ

るなしというより、おそらく科学技術に対する信頼が薄れたことが原因ではないか。この

頃は公害問題が全国的に噴出した時代であります。そのことによって科学技術に対する信

頼一辺倒に疑問を呈されるようになったことが影響していると思われます。このことにつ

いては科学技術白書などでも指摘されていることであります。 
ここで話題

を転じまして、

新聞の報道量

を紹介します。

これは朝日新

聞のネット上

でのデータ量

ですが、中越沖

地震が起きた

後、柏崎刈羽原

子力発電所の

ことについて

は新聞やテレ

ビで集中豪雨

的な報道をな

されました。し

かし、その報道はだいたい半年間でほぼ収束しました。 
これは福島事故

後の原子力発電関

連の報道量です。だ

んだんと報道量が

減っていくという

形は、さきほどの中

越沖地震とほぼ同

じですが、報道され

る文字数は圧倒的

に違う。福島事故後

の新聞報道量はか

つてより落ち着い



たとはいえ、それでも中越沖地震直後とそれほど変わらない量の報道が、今でも行われて

いるということです。その全体量は、中越沖地震の５－６倍ほどの報道量ではないかと推

定します。おそらくこの福島事故後の原子力発電の報道量は、一つのイベントとしては戦

後史上最大規模で続いているのではないかと推定します。 
話題を戻します。原子力に

対する賛否ですが、先ほど、

福島事故の直前から直後につ

いてこのようにシフトしたと

申し上げましたが、このこと

について、人々の意識をグル

ーピングしてご紹介します。

これは震災前の人々の意識を

私なりに図解したものです。

この左側が推進派で、右側が

反対派。色は一応、赤と青に

分けました。この noisy と

silent は政治学の用語ですが、

noisy というのは政治的に発

言する機会が多い人、あるいは政治的な関与志向が強い人のことです。逆にあまり政治的

に発言することが少ない人を silent と言います。左上のグループが原子力に対して物言う

ことが多くて賛成の意見を表明する人たち。いわゆる推進派で、おそらく今日おられる方

は、ここに属する人が多いと思います。それから右上には、脱原発のデモに参加されるよ

うな人が入っています。そして一番下の大きなグループ、これが一般の人々です。この一

般の人々というのは、通常は原子力に対してそれほど関心があるわけではありません。ア

ンケートなどで、「あなたは原子力に対して賛成ですか、反対ですか」と強いて聞かれれば、

「消極的な賛成あるいは反対」を表明する人です。このためここは、薄い青、薄い赤で示

しています。この両者の分岐点はだ

いたい真ん中ぐらいで、福島事故の

前は中央より少し右に寄っていた、

その結果、賛成意見が反対意見より

少し多かったのではないか、そんな

印象を私は持っています。 
ところが今回の事故が起こりまし

て、この分岐点というのはかなり左

側に寄ったと思います。これを図解

しますと、おそらくはこういうこと



になるでしょう。それから原子力推進派も少し色が薄くなったのではないか、そういう印

象を持っています。 
まとめます。福島事故後、世界各国で原子力に対する賛成が減って反対が増加していま

す。その傾向は今も継続中です。 
それから世論に影響を与えるのは原子力発電所が安定した運転を続けているかどうか、

あるいは事故・トラブルを起こしているかどうかという、この 2 点に係ることが一番多い

と思います。なお、この資料というのは実は 2009 年春の年会で発表した資料をそのまま持

ってきましたが、皮肉にもその点が当たっているのが大変残念です。 
まとめの三番目です。私たちが成すべきことは事故の収束と環境の回復です。それから

過信や慢心を反省し、事故から得られる教訓を最大限反映することです。それから強靭な

安全性をもつ原子力発電をつくることによって、私たちは二度と「想定外」という言葉を

使わないように取り組むべきだと思います。これらのことについて、私たちは真摯にかつ

誠実に取り組むということが求められていると思います。以上です。 
 
（３）「福島事故後の世界主要国の原子力政策動向と今後の展望」村上朋子氏  

本日は福島事故後の世界各国が、エネルギー政策の分野におい

てどのような反応を示したか、その概要及びそれから見えてくる

各国の思惑、動きや今後の見通しについて簡単に述べさせていた

だきます。 
まず、福島事故が発生したのは 3 月 11 日の金曜日ですが、欧州

では金曜日が始まるところ、そして米国ではまだ真夜中でした。

欧米のメディアおよび当事者は非常に敏感に反応しました。そし

て週末をはさんだ月曜日には、欧米の各原子力関係機関は既に福

島事故の概要、何が起きているか、何が悪かったか、何が問題だ

ったかということを正確に把握しまして、早速、事業者に対し対

応を図るように然るべき

組織から指示が出ていま

す。アメリカでは NRC が

極端事象対して、説明お

よび対策をするように言

っていますし、欧州では

EU の機関が早くも 3 月

15 日の段階で、ストレス

テストという日本でも後

に有名になった言葉の安

全性検証を行っています。



これらの態度からは、欧米にはいずれも基幹電源として十分な量の原子力発電を既に利用

しており、何が何でも安全性をきちんと確認しなければならないという、非常に本気で取

り組んだことが伺われます。他人事ではなかったということです。 
世界を広く見ますと、

実はそのような国々ば

かりではありませんで、

各国の反応は実にまち

まちでした。そのまち

まちの要因を一言で言

いますと、国のエネル

ギー事情、すなわちど

れぐらい原子力を切実

に必要としているかが

国によって差が大きか

ったということです。

例えば、福島事故後か

なり早い段階で安全性

をきちんと確保しつつ

原子力の利用開発は変えないと表明した中国やインドのような国もありますし、またアメ

リカ、フランス、ロシアもこれに含まれます。一方、福島事故を受けて原子力を止める、

ないしは原子力の導入を止めるといった反応を示した国もありまして、これらの国では原

子力を必要とする本気度が中国やインドやアメリカのような国とは違っていたということ

です。私が原子力に関する必要度を端的に表したと考えているコメントとして、事故直後

の 3 月 15 日にウクライナの首相が発した「お金持ちの国だけが脱原子力を議論できる」と

いう言葉があります。これは、ウクライナ自身は原子力を引き続き推進するということを

表明した直後に言われたものですが、この言葉の持つ意味について最後に私の考えを述べ

させていただきます。 
これは地域別の動向と

して、具体的にどういう根

拠でもってその国あるい

は地域が原子力を必要と

していたか、あるいは必要

としていないか、です。ま

ずアメリカの場合、実はア

メリカという大きな国の

中では、原子力は決してエ



ネルギーの第一の柱ではありません。アメリカは石炭とガスが発電の中心の国で、原子力

はそれに次ぐものです。原子力発電を積極的に開発しようという政府の姿勢はありました

が、それはエネルギー政策の最優先政策ではなく、最優先政策は省エネと雇用拡大と経済

回復です。エネルギー政策の中では原子力は何としてでも、の位置づけでは決してありま

せんでしたが、しかしアメリカのような国では、2 番手、3 番手のエネルギーさえも止める

わけにはいかない。決して軽視しません。アメリカは新設には中国やインドほどの切迫感

はないですが、既設炉を使うという点に関しては、非常に強いものを持っていました。そ

して福島事故後の動向では基本的に民間企業が開発をしている国ですが、個別のプロジェ

クトの優劣の差がよりはっきりし、つまり福島事故で嫌気がさした事業者はプロジェクト

を止めるというような動きが見えています。 
欧州は、もともと福島事故が

あるなしに関わらず、エネルギ

ー政策の中で重点的に掲げる

国とそうでもない国がありま

して、必ずしも全ての国で原子

力が最重点ではありませんで

した。そして福島事故後はその

積極的に開発姿勢を示す国と

そうでない国の差がより明確

になりました。典型的なところ

では、例えばイタリアとかドイ

ツとかです。ただし、それでも

例外がありまして、最初に申し

上げたように、止める、あるい

は止める方向で考えると言っ

ている国でさえも、今動いて

いる原子炉を運転継続する

ことはかなり重要な課題で、

これに関しては各国のスタ

ンスは一致しています。 
中国、インドですが、非常

に積極的な開発を現在も継

続している国です。中国では、

安全性の総点検を事故直後

から数カ月かけて実施、この

夏前には全土の原子力施設



について安全宣言を出して、8 月上旬には原子力発電所が新しく 1 基営業運転を開始しまし

た。インドも同様で、インドの場合は中国以上に電力不足が深刻な問題でして、それを鑑

みるとやはり安全性を確認しつつ、開発していくという姿勢は非常に合理的な判断だと思

います。 
その他の国ですが、先ほ

ど申し上げたアメリカと

欧州の各国とそれから中

国・インドに含まれない

国々について、主な目立つ

動きを挙げました。一つ一

つがどうということはあ

りませんが、これを全体と

して総括すると、やはり原

子力を必要としている国

では引き続き必要とし、さ

ほど本気でなく、やるか止

めるか迷っていた国では、

事故をきっかけにあっさ

り止める、距離をおく、そ

ういう姿勢が見えます。すなわち福島事故はある意味、世界各国の原子力に関する態度の

本気度を明確に典型的に表したという言い方ができます。 
メディアではよく「福島事故により世界の原子力ルネッサンスが後退した」あるいは「原

子力ルネッサンスは吹き飛んだ」という言い方がなされますが、これは明らかに誤りだと

私は思っておりまして、事故前から世界全体のルネッサンスというのはなかったし、事故

前から各国バラバラであったし、そして事故後も引き続きやはりバラバラなわけです。す

なわち福島事故をきっかけに「やる」と言っていた国が「やらない」と言ったような事例

はありません。 
それが見えるように数

値化したのがこちらのグ

ラフですが、これが何を意

味しているかと言うと、横

軸は原子力発電の設備容

量、すなわちその国で今ど

れくらい原子力が利用さ

れているか、そして縦軸は

今後開発されるであろう



と予測される容量。これは当研究所が予測した数値でありますが、世界各国の機関もだい

たい同じような傾向になっています。すなわち、今必要としている量と、今後必要とされ

る量とをマッピングで示したところ、今回の事故により、政策が最も影響を受けたと言え

る国は、今現在は原子力をある程度基幹電源に利用しているが、これからはさほど開発を

必要としておらず、原子力を段階的にあるいは完全に止めていこうという動きがある国で

す。これらの国々は福島事故がなくても、恐らくは今後開発をさほど熱心にはしなかった

でしょうし、むしろ止めて行く方向にありました。それを考えると、実は福島事故により

エネルギー政策が決定的に違う方向に影響を受けた国はないと思わざるをえません。そし

て日本は、このマッピングでは原子力を既に利用しており、かつこれからも引き続き拡大

というか利用し続けるという国のカテゴリーに入っています。そういう日本だからこれか

らどうするのか、を世界の各国が非常に注目していまして、脱原子力はもう既に既成事実

のように言われておりますが、ではどの程度いつ頃するのか、世界の関心を非常に呼んで

おります。世界各国はこのように各国のエネルギー事情に基づき、自分の国の政策として

原子力に関する選択をしています。 
それを踏まえて言えることは、世界はそれぞれ自分の国のエネルギー事情、自分の国の

産業・経済状況により、原子力を選択したりしなかったりしているわけです。その傾向を

見て一つ言えることは、絶対的にという訳ではありませんが、先ほど紹介しましたウクラ

イナ首相の言葉「お金持ちの国だけが脱原子力できる」について、私は「お金持ちの国」

というのは、いわば原子力以外の選択肢をある程度持つ国というふうに考えることができ

ると思っています。原子力がなくても他の代替手段がある国は脱原子力の議論が可能にな

る。すなわち、これはドイツがまさにそうですが、国民が合意した上で、再生可能電源等、

ここで再生可能電源の前に私は以前ですと「割高な」という言葉を入れておりました。今

後もずっと割高と

は限らないので今

回は外しましたが、

今現在、再生可能電

源やあるいは省エ

ネルギーは先進国

にとって割高であ

ることは間違いあ

りません。そういう

ものに注力する。す

なわち国民負担が

増えても脱原子力

していくことが可

能ですし、あるいは



日本のように安全性に懸念があるということで、既設炉をいつまでも立ち上げないという、

そういう選択肢も可能であるというのを「お金持ち」と表現したことで、ウクライナ首相

の言葉は非常に意味があるものだと思っています。そうは言いましても、日本にはエネル

ギー安全保障と温暖化防止制約があり、これは福島事故があったからといってなくなった

わけではありません。エネルギー選択肢の中でリスクの全くないものはないのですから、

以前にもまして、それぞれ特徴もリスクもあるエネルギーを最適にミックスして使ってい

くことが、今後とも重要なのではないかと考えています。以上です。 
 
（４）「再生可能エネルギー大量導入に向けた課題～ドイツの事例から～」 伊勢公人氏 
既に再生可能エネルギーを大量に導入しているドイツで、

今いかなる課題に直面しているかについてご報告します。 
日独については、当然ながら様々な違いがあります。例え

ば電気事業体制だったり、電力系統の特性だったり、そうし

た違いはありますが、今日課題として挙げる 3 点については

共通の課題となるだろうと私は考えています。 
まず 1 点目として制度的な課題を挙げます。固定価格買取

制度については、日本では既に太陽光の余剰を対象とした買

取制度が始まっています。さらに先月の国会で法案が通りま

したので、買取の対象を広げた制度が来年の夏を目途にスタートする予定です。 
一方ドイツでは、この制度を 91年から運用し、これまでに様々な課題に直面しています。

ご存知のように、固定価格買取制度というのは、再生可能エネルギー発電事業者が発電設

備投資費用を一定の期間、数年、数十年ですが、そういった期間内に投資の費用を回収で

きるように、再生可能エネルギーの電力を一定の価格で電気事業者に買い取らせる。その

買取価格は政府が決めるというも

ので、一見するとたいへんシンプ

ルで簡単な制度です。 
しかしながら、ドイツでは再生

可能エネルギーの導入が進むに従

って、制度設計を一部変更するな

ど、制度の運用自体がなかなか困

難な状況です。一番難しいのは、

太陽光発電の電力の買取価格でし

て、その価格はここに示した太陽

光発電システム設備の価格を基に

して決めるわけですが、元になっ

ているシステム価格がかなり急激



に下がっている関係で、買取価格をどの水準に決めればよいのかが非常に困難な作業にな

っています。 
このスライドは、先

ほど説明したシステ

ム価格に電力の買取

価格を加えて比較し

たものです。本来的に

は、この二つの価格は

同じような推移を辿

るべきですが、2009
年以降は両者の価格

に乖離がみられます。

なぜ乖離がみられる

のかというと、買取価

格を決める政府が最

近の発電システム価

格のダイナミックな

動きを予想し得なか

ったためです。経済学

の言葉を借りると、政府の失敗が起こってしまったということです。この乖離は具体的に

何を表すかというと、太陽光発電システムを設置する一般のお客さま、一般家庭や事業者

が安くシステムを設置できる一方で、相対的に高い電力の買取価格が設定されていますの

で、より高い価格で電気を売れるため、以前より太陽光発電事業の利幅が増えているとい

うことです。利幅が増え

ていますので、ドイツで

は太陽光発電の導入が

急激に進んでいます。 
ここに示した四カ国

はいずれも太陽光発電

設備の導入が進んでい

る国ですが、ドイツはと

りわけ導入のスピード

が速くなっている。この

導入のスピードは、実は

政府は望んでいなかっ

た。政府はこの導入速度



を緩やかにしたかったんですが、先ほどのように買取価格を適正に設定できなかったため、

このような形になってしまったのです。現状では、政府として太陽光発電設備の導入量を

コントロールできていないという状況です。こういったところに、固定価格買取制度の危

うさがあるのではないかと、私は考えております。 
2 点目の課題として、太陽光発電設備を導入し過ぎたがために、ドイツの電力需要家の費

用負担が増えてきているという点があります。 
このスライドは、

ドイツの一般家庭

の月額の電気料金

総額とその内訳を

示しております。

その内訳の中でも

伸びが著しいのは、

先ほどの固定価格

買取制度によって

導入されている再

生可能エネルギー

の買取費用です。

2011 年現在で、

1000 円を超えて

います。昨年は

600 円程度でした

が、今年は 1000 円を超えて、来年はさらにこの費用が増えると言われています。果たして

日本の電力需要家に、これほどの水準の費用を受け入れてもらえるのかについては、この

後、フロアで議論していただければと思います。 
ここまでは太陽光

にまつわる話をしま

したが、ドイツは風力

発電もたくさん導入

している国ですので、

最後に風力発電にま

つわる話をしておき

ます。ドイツでは右側

の図で色の濃い部分、

北部の沿岸に面した

部分に集中的に風力



発電が立地をしています。将来もその傾向は変わらないでしょう。しかしながらドイツの

北部というのは電力需要が少ないので、風力発電で発電した電気は南部に送る必要があり、

ここに示したような送電線の増強が必要となってきます。しかしながら計画は大変大きな

数字ですが、2010 年末現在、実際に建設できた送電線は 90km に過ぎない。建設地域地元

の反対等があって、なかなかうまくいっていない状態です。ここで言いたいのは、再生可

能エネルギーの導入というのは、送電線の制約も考えて導入していかなければいけないと

いうことです。ここでは、送電線というインフラ面について注目しましたが、送電線の運

用面も含めて、再生可能エネルギーの導入というのは考えていかなければいけない問題で

はないかと考えております。私からは以上です。 
 
第２部 全員参加型ディスカッション 
座長 

話題提供の方々、どうもありがとうございました。

それでは、これから、全員でのディスカッションに

移ります。今の話題提供の他にも、こんな視点も大

事なのではと、何かお考えがある方がおられれば、

それに時間を少し使ってもいいと思いますが、いか

がですか？ 
特に無いようですので、今日のテーマ「世論をど

う読み、どう向き合うか」について、ここにおられ

る方はほとんど原子力の当事者、事業に携わってい

る方が多いと思いますが、原子力をこれからどうい

うふうにしていったらよいのかということについて、

ご発言をいただきます。 
 
東大 小田氏 

諸葛先生に質問です。コミュニケーションをどう変えるか

という話ですが、私個人としては、原子力の社会環境に置か

れている方による今のコミュニケーションはよくないと思っ

ています。よくないというのは、結局今のやり方では、工学・

技術をやっている人が社会との間に入っているわけですが、

むしろそのコミュニケーションを阻害しているのではないか

とたまに感じます。むしろ私たちとしては、直接社会と対話

したいのに、逆に専門家の方がいて、たまにリプレースされ

るようなことを言われたりなどがたまにあります。そういっ

た状況の中で、本当の意味で双方向のコミュニケーション、



社会と技術とのコミュニケーションができてない状況にあると思います。そのあたりにつ

いて先生方は今どう考えられていて、そういった議論は今後どうしようかということがあ

るんでしょうか？ 
 
諸葛氏 

今日の午前中のセッションで、合意形成やコミュニケー

ションを今後どうやっていったらいいかというご提案が

いろいろありまして、私は様々な方のそういうご提案に全

く賛成です。さっき私がご紹介したチーム１１０の解説と

いうのは単なる解説でして、対話の場というのはあまり無

く、いくつか NHK の番組など対話らしき番組もありまし

たが、今行われているテレビ番組は筋書きに沿って意見を

交換しているようなもので、結論ありきの番組構成になっ

ているきらいがあります。ですから本気で意見を戦わせる

場というのは、今はほとんど行われていないのではないか

と思いますので、そういう場は是非これから、私たち社会

環境部会も何かそういう方向でやっていければと思って

います。 
 
小田氏 

そういったときに出られる先生方は、おそらく偉い先生かお話しのうまい先生が出て説

明するというスタイルがこれまでだったと思いますが、それではアプローチできる数が限

られているので、ほとんど意味がないのではないかというのが私の質問です。本当の意味

でのコミュニケーションとして、技術者とか工学者にしっかり社会と触れ合う機会を提供

していただき、その中で原子力のあり方を考えるような、そういったものが本当は求めら

れていたのに、それができてなくて、逆に安全神話ができていったところもあると思いま

す。もっと工学者とか技術者を引き出すようなアプローチを、今後される予定でしょうか？ 
 
諸葛氏 

主旨をちょっと取り違えました。事故後の話ではなくて、歴史的に今まで討論の場に原

子力界を背負って立つような人しか出ていないので、現場で本当に技術に携わっている人

たちがもっと前面に出るべきではないか、というご意見ですね。 
なかなかそういう場を作るのは難しいと思います。何が具体的なイメージはあります

か？ 
 
小田氏 



正直なところイメージはありません。実際にやるとすると、技術者の方や工学者の方は

行って変なことしゃべると叩かれたりもするので、本当はあまり行きたがらず、何かそう

いったことを緩和するようなしくみをつくっていただく、ということが一例としてあるか

なと思います。ただそれがどういった仕組みなのかは分かりません。 
 
座長 
今の話題に関して、今日の午前中のセッションで、ぴったりではないと思いますが、福

井大学の米津先生がメディエーションのシステムという、対話を進めるためのシステムの

あり方をご提案されておりました。米津先生はこの会場におられませんでしょうか？ 
 
米津氏 

今のご質問に対して、具体的にそのテーマを出す前の、そもそも議論

の限界を話す必要があると思います。それができるスタッフなりしくみ

というのは、それ自体をまず公にオープンにするための人材選び。単純

に言えば、今反対されている方、賛成されている方、それと専門家の方

でもそういう方がおられます。それぞれを皆さん一堂に集めてその議論

から始める、というのがスタイルとしては一番理想的なのではないかと

思っています。具体的にはまだ、そこまで考えが至っておりません。 
 
佐田氏 

今のご質問に対しては、トランスサイエンスの話が参考になるかと思います。ご承知の

方もいるかもしれませんが、科学というのは客観的なエビデンスを示すことはできますが、

現在はそのエビデンスではそのまま行政が判断することが難しくなっています。昔だった

ら、例えば、こういう病原菌があったらこういう薬を開発してこれをワクチン配布する、

とストレートに言っていましたが、今はリスクが膨大な数になってそれを簡単に取ること

ができません。具体例を挙げると、例えば専門家は「この川は 10 年に一度ミニ洪水を起こ

す。それから千年に一度大洪水を起こす」というエビデンスを示すことはできますが、10
年の単位に対応した堤防を作るのか、それとも千年に対応した堤防を作るのかについては、

科学者は答えられない。科学者は客観的な証拠を示すだけで、それを決めるのは行政なり

政治、あるいは住民の人なりメディアです。その人たちと科学者たちがそれぞれの知を統

合してコミュニケーションをとる。たぶんそのことが原子力にはこれまで少し足りなかっ

たのではないか。専門家の人たちが勝手にやって、社会に納得してもらったうえでのこと

をやってこなかったのではないか。そういうことがこれから求められているんだと思いま

す。 
 
座長 



今の佐田さんに対して私から質問です。主旨はその通りだと思いますが、今までの反省

に立って、市民の方々の中に、我々自身が入っていって対話を広げるためには、具体的に

どういう方法を取ればいいのでしょうか？ 
 
佐田氏 

立場を離れて申し上げますと、例えば原子力に対して批判的な団体に政府から委託金を

出し、そうした批判的な団体に政府がスタッフを派遣して、そして本当に脱原発ができる

のかどうかということを、彼らと共に一緒に協働するような、そういうことがあり得るか

と思います。 
 
座長 
この件に関して他にご意見をお持ちの方は？ 

 
京大 柴田氏 

リスク関係の先ほどのお話で、科学者としてはエビ

デンス、あるいは定量的なことを示してというお話し

でしたが、全くその通りだと思いますが、いくつか思

うところがあります。一つは今の状態で原子力側の立

場から、安全性あるいは他のところに回ったときのリ

スクのバランスなどの議論を立ち上げるということが

社会的に認められるかどうか。正直なところ、直近 5
年ぐらいは通らないだろうと私は思っていますが、そ

れをできるようにするため、具体的にどうしたらいいかについて、会場の皆さまに問いか

けたいと思います。 
もう一点は、情報の提供について最初のお話にありましたが、科学的にあり得ない話で

もメディアが取り上げれば社会にとっては真実になってしまいます。それこそ名のある私

の大学の某助教とかもそうですが、名のある大学の、あるいは大学教授の名前が付いてい

れば、そんなことどう逆立ちしたってあり得ないことであっても、メディアがそれでいか

にも正しそうに取り上げれば、社会にとっては事実になってしまう。このことに対して、

学会がほとんどだんまりを決め込んでいるというのは、コミュニケーションとしてどんど

んネガティブに働くのではないかと。このことについても皆さまのお考えをお伺いしたい

と思います。 
 
座長 
今、ポイントは二つあったかと思います。一つ目はこれからものすごく強いアゲインス

トの風の中にどうやって入ったらいいのかということ。二つ目はメディアのことでしたが、



どなたかそれに関連してさらにコメント、あるいは何かご自身の考えを述べたい方いらっ

しゃいましたらどうぞ。 
 

兵庫県立大 別府氏 
私も今の方と、同じような印象を持っています。違うところの例

を持ってきて大変申し訳ありませんが、狂牛病のとき、全頭検査が

行われるようになった。でも、科学的にみると、検査してもほぼ絶

対に見つからない。20 ヶ月以下の牛では見つからないんですね。そ

れを社会部の記者が誘導して二人の大臣に記者会見で全頭検査をし

ますと言わせた。そういうこともありますので、何とか科学者も頑

張って、そういう場に一緒にいられるかどうかは別としても、それ

は間違いだということが言えるような、そういうシステムができる

といいなと思います。 
もう一つ付け加えさせていただくと、国会での議論、行政の対応、そういう方々が科学

に対して信頼してないという、そういう何か自分たちが簡単に表面で判断できるレベルで

あると思われていると錯覚してしまいます。行政文書をみますと、非常に複雑な事象を単

純な通達で付託されて、誤解に誤解を生み、変貌するということが、鳥インフルエンザの

時もあったと思います。ということで、やっぱり科学者はどっかのチャンスを何とか掴み、

何らかの意思決定のところで、何らかの声を挙げる必要があるのではないかと思います。 
 
福井大 山野氏 

午前中、合意形成のセッションでお話しさせていただ

きました。 
今の京都大学の若い方から、例えば今、原子力に対し

て推進とかもっと安全な原子力とか言っても聞く耳を

持ってもらえないんじゃないかというご意見がありま

したが、むしろ今事故をどう収束させていくか、これか

らどう回復させていくか、そういうことに関しては、少

なくとも専門家の集団であればいくらでも貢献できる

のではないかと思います。ですから将来のエネルギーセ

キュリティとか、そういう話はもちろん今すぐ受け入れ

られないかもしれません。日本人は情緒的な国民でもあ

りますから。でもそれは根底にありますが、そればかり考えなくて、やはり今どう回復さ

せるか、修復させるか、そういうことに関してはいくらでも貢献できるのではないかと考

えます。 
あと、おっしゃられたように、トランスサイエンスの問題、科学では結論が出ない問題



については、どうしてもいわゆる関与している人たちが熟慮して合意形成をしていかなけ

ればいけないのかな。まあ、今の流れですが、そこでもやはりその時に本当に分からない

ところを、いわゆる●●原則をどういうふうに取るかということに関してもちゃんと議論

していかないといけないと思います。 
 
座長 
ここは社会環境部会ですが、他の部会の方もいらっしゃると思います。山野先生ご指摘

の、テクノロジーでもっと貢献できる。それについて原子力学会で何かできるよと、御意

見をお持ちの方はおられませんでしょうか？ 
 
三菱原子燃料 麓氏 

今、エネルギーセキュリティというお話がありまし

たので、核燃料事業者として紹介したい事例がありま

す。ウクライナのことです。ロシアとの関係でエネル

ギーセキュリティの意識が非常に強く、原子力関係者

も国民も日本とは大きく違う。 
原子炉はたくさん持っていますが、核燃料工場は今

まで持っていません。ロシアから燃料供給が止まれば

困るので、今急遽工場を作っています。他の天然ガス

なども買えず、先ほど「脱原発は豊かな国の話」とい

うお話しがありましたが、そういうエネルギーセキュ

リティが政策のトップに来ている。世論も変わってないと思います。我が国はお金さえあ

れば買えるような感覚でいるので、まあ原子力学会でエネルギーセキュリティを議論する

かどうかは分かりませんが、国際的にはそういうのがベースにあるのではないかなと思い

ます。 
 
座長 
先ほどのテクニカルなところ、例えば原子力学会のプレゼンスというところについて、

ご意見はありませんか？ 
 
京大 柴田氏 

テクニカルな話で一つだけ。福島の現状を抱え、除染しろ除染しろと騒がれていますが、

おそらく現実的にできる量というのは誰がどう見ても限られており、学会側としても、特

に保健物理部会の方が一番強い人が多いかと思いますが、より実効的な方法で除染もしく

は影響の低減。放射性物質は取り除けないけれどもとりあえず痛くないところには行って

もらった、というような形のことが定量的且つ科学的にできる方法が提案できれば少しは



学会の立場として、多少の影響力もいくらかあると思います。 
 
座長 
保健物理学会の名前が出ましたが、保健物理学会の飯本先生、いかがでしょうか？ 

 
東大 飯本氏 

保健物理学会というか、この学会でいくと保健物理環境科学部

会がここを所掌していると思いますが、昨日、この保健物理環境

科学部会とこの部会と放射線防護学部会と三部会で放射線影響分

科会をベースにした連携セッションがあり、似たような議論も少

し出てきました。専門家である我々と公衆との間の情報のリンク

をどういうふうにやるかというのは非常に重要な問題です。テク

ニカルなところから言うと、例えばシーベルトという単位を一つ

取ってみても、かなり大きな誤解が若干あることが残念なので、

我々のチームとして、これは少し上手に発信をしなければいけないなと議論をしていたと

ころです。そういうことも一つ一つ詰めていきながら、あと一つ除染の話はクリーンナッ

プ分科会がこの学会の中にありますので、横の連携をしっかり取りながら進めていくこと

がもっともっと重要になる気がします。半年の緊急事態の中で個々が対応していたことを、

全体像を踏まえながらもう一回結集するようなモードにだんだん入るのではと思います。 
 
原子力機構 近野氏 
原子力機構では、文科省の委託で健康相談ホットライン

をやっています。主旨は一般の人から放射線についての心

配に関する相談を受けて、必ずしも保健物理の専門家じゃ

なくても、我々原子力機構の職員が答えています。その時

に一番問題なのは、一般の人から本当にこれは安全なのか

どうか、Yes か No かの答えを求められることです。我々

の場合、例えばこれまでのデータでは 100mSv までなら

ば健康に被害はなく、100mSv の場合は 0.5%のがんの発

がん率だ、ということしか答えられません。ただそれに対

して一般の人は安全かどうかだけを求めてこられるんで

す。我々としては、そこははっきりしたことは答えられません。ある意味原子力学会とか、

保健物理学会とかに、そのへんに関して国民の要求に安心をさせる明確な答えを求めてい

ます。向こうの人にしてみれば安心が欲しいのです。例えば福島の人の電話だと、安心じ

ゃないならば福島からもう出ていきたいという切実な声があります。それと原子力機構で

は、要望があった場合、独自に福島県の幼稚園と小学校と中学校に出向き、学校の先生と



か PTA の親御さんたちに直接放射線に関する説明会を開いています。福島県の小中学校全

部想定に対し100件程度しか来ていませんが、先週私も郡山市の小学校に行ってきました。

そこに来ている方も、やはり自分たちは郡山市に住んでいて本当に安全なのかと、を専門

家の方にはっきり答えをもらえていないという切実な声がありました。一方で、別の人か

らは危ないという意見もある。どっちが本当なんだと。それで我々に言われたのが、原子

力機構とか、反原発とかそういうのではなくて、本当に中立な人の正しい知識・意見を欲

しいという意見も一般の人から来ています。そう言ったことに対してリスクコミュニケー

ションとしてどう答えていいか、私自身も分かりません。電話相談が来た時には、個人的

な意見としては問題ありませんと答えられますが、本当に大丈夫だというのを例えば原子

力学会なり、権威ある立場の人がもっとはっきり言ってほしいと思っています。 
 
東大 岩田氏 

今の件で、私はたまたま福島の事故のときにキエフにいて、

その後のチェルノブイリの 25 周年にも色々関わったんです

が、自分の健康を気にしている方に対してきちっと答えられ

るのはお医者さんしかいない。いくら規制を色々言ってもお

医者さんしかちゃんと答えられないし、それぞれの人の履歴

をきちっと見ている人しか本当の答えを出せない。むしろそ

ういう心配を持っている方に対して、その心配について適切

に答えを出せる人にどのようにしてつなげるか、そういった

ことが一番大事です。よく分かるお医者さんはキエフに集中

して、チェルノブイリ近辺にはお医者さんが少ないので、できるだけいろんな手段を使っ

て、できるだけその患者さんの心配に答えられるような長期的なケアをやるというのを、

一応努力目標としてやる。だからそれぞれご専門の立場で答えられることはきちっと答え

られると思いますが、自分の専門をはみ出して答えようとするとき、非常に無理が多くな

ります。その時はどうしたらいいかを学会のネットワークなり、あるいはもうちょっと広

い行政のネットワークの中で、それぞれの個人に対してきちんと答えを出していくという

やり方が一番大事だと思います。 
それからゲノムの損傷に対して、最終的にがんに繋がるところの問題は、サイエンティ

フィックには非常に細い因果関係で繋がっていて、しかしながら否定はできない。それと

リスクに対する社会的なフィロソフィの問題、あるいはコンセンサスの問題というものを

どこかで徹底的に議論する必要があり、中途半端な議論ではだめで、技術に基づいて徹底

的に議論することが大事だと思います。 
 
座長 
飯本先生、今の議論にについて、保物学会なり保物部会なりで、学会の中としてどんな



ふうに議論していくか。そのしくみについて何かやっておられることはありますか？ 
 
飯本氏 

保健物理環境部会に関しては、先ほど申し上げたように、ステージが変わりつつあり、

我々は初期被ばくをどうするかというのを今捉えなければいけなくて、先ほどのリスクコ

ミュニケーションを含めてですが、そこの変えたところの手続きをどうするかについては

これからの大きな議論であり、しくみとしてどうするかはまだ決まっていません。 
 
座長 
ここで学会員以外の方から何かありませんでしょうか？ 

 
非学会員女性参加者 

ここは原子力学会ということで、原子力発電を推進してこ

られた方が多い。大事故が起き、強引に被ばくさせられ、こ

れは行政とか政治に関わって来ることですが、東京電力が本

来負うべき経済的な負担が国民にかぶせられようとしてい

る中で、今現在、多くの国民の意見としては、必要なのは電

力であって、何もそれは原子力発電で産生された電力でなく

ともいいという根本的な認識がやはり出てきていると思わ

れます。火力にせよ、水力にせよ、いろいろ問題はあるにせ

よ、原子力ほどの問題はないという認識が出てきているのは

確かだと思われます。原子力発電の根源的な有用性について、

もっときちっと議論をなされるべきではないかと思います。 
さきほど、異常事象解説チームのことについてちょっと言われていましたが、例えば反

対派であるとか慎重派の方のような質の悪い解説が排除されたからよかったというような

言い方をされましたが、実際、推進派の方が言われていた、多重防護、深層防護、あるい

は五重の壁、あるいは事故後も炉心溶融はない、圧力容器あるいは格納容器はまだ健全で

あるというような発言は全て誤りであったという事実の前に、慎重派あるいは反対派の方

の説明、あるいは学問的知識が不確かあるいは不正確であると、原子力学会推進派の方が

いくら言われても、現状では国民に到底受け入れられるものではないということを一つ言

っておきたいと思います。 
 
座長 
今の方のご発言に対して、何か学会員の方からコメントはありませんか？ 

 
JNES 東大 入江氏 



今言われたように、原子力はそもそも必要なのか存在

意義を問うという時期になっています。それは最初の世

論調査でも要らないんじゃないかとなっていました。そ

れを真正面から受け止めなくちゃいけないと思います。

私は、村上さんが最後に示された 4 つの、原子力だけじ

ゃなくて化石燃料と再生可能エネルギー、省エネルギー

と全部見渡して議論しなくちゃいけないと、まさにその

通りだと思います。ただ、みんな前向きに書いてあって、

例えばより安全な原子力と書いてありますが、原子力あ

りき、原子力をやる前提で、でも安全にしますからね、

ということですね。私はこれをみんな裏側に書いて、再

生可能エネルギーの経済あるいは省エネルギーの不便、化石燃料による環境問題、あるい

は原子力の不安、こういったネガティブなものをどうやってミニマイズしていくか、とい

う形にしないと。従ってその中では、国民の選択によってはとにかく原子力をゼロにした

いという選択もありうるわけですから、原子力ありきっていう議論じゃないフレームワー

クを作らなくてはいけないと思います。 
 
座長 
全員参加型ということで、いろいろな意見が出されました。どこかに収束したと言うに

はまだまだ足りませんが、これからのことを考える上で多くのヒントが出されたように思

います。時間が来ましたので、今日のチェインディスカッションはここで終わります。あ

りがとうございました。 
 
 
 


